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障害児支援における安全管理とは



Chapter01：障害児支援における安全管理とは

はじめに

令和４年改正児童福祉法においては、都道府県等が条例で定めることとされている児童福祉施設等の運

営に関する基準のうち、「児童の安全の確保」に関するものについては、国が定める基準（省令）に従

わなければならないこととする改正が行われました。これに伴い、障害児通所支援・入所支援において

も、令和５年４月１日より、安全に関する事項についての計画を各事業所などにおいても策定すること

が努力義務とされ、令和６年４月１日からは義務化とされました。
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障害児支援における事故・安全管理の現状

児童発達支援センター、児童発達支援事業所においては、重篤な事故は、食事中の誤嚥や窒息、自らの

転倒・衝突、遊具・窓等からの転落・落下、食事等によるアナフィラキシー・アレルギー反応等で発生

している。

放課後等デイサービスにおいては、重篤な事故は、行方不明・見失い中（溺水等）、食事中の誤嚥や窒

息、遊具・窓等からの転落・落下、こども同士の衝突、交通事故等で発生している。

以上のようなおおよその傾向はあるものの、これらに限らず、実際には、様々な場面で事故は発生して

いる。事故をできるだけ減らし、特に、脂肪や重篤な事故が起きないように、各事業所に適した形で安

全管理に取組み、事故の予防と事故後の適切な対応をしていただく必要がある。

事故の予防に関して

①コミュニケーションの必要性



Chapter01：障害児支援における安全管理とは

事故の予防に関して
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②苦情解決への取り組み

③苦情対応の基本原則

④サービスの標準化・個別化

⑤記録と報告

⑥業務マニュアル・職場内研修・QC
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事故を防ぐための注意事項
(すべての場面における注意事項)



Chapter02：事故を防ぐための注意事項

ア所在確認・見守り・人数確認
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時間ではなく、活動場所の全体を捜索し、見つからない場合



Chapter02：事故を防ぐための注意事項

ア所在確認・見守り・人数確認
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時間ではなく、活動場所の全体を捜索し、見つからない場合



Chapter02：事故を防ぐための注意事項

イ転倒・落下
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Chapter02：事故を防ぐための注意事項

イ転倒・落下

10



Chapter02：事故を防ぐための注意事項

イ転倒・落下
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事故発生時のフロー



Chapter03：事故発生時のフロー

ヒヤリハット報告
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ヒヤリハットとは、日常の指導の中で、「ヒヤリ」としたり「ハッ」とした経験のことを指し、

その行為や状態が見過ごされたり、気付かずに実行されたりしたときに、何らかの事故につな

がる恐れのあるもの。「ヒヤリハット」の目線を定期的に行いましょう。

ヒヤリハットが起こった場合は朝礼や会議の際に共有します。ヒヤリハットの原因と対応策を

確認して、記録に残しましょう。

事故報告
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事故対応フロー
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教室スタッフ 児発管 管理者 代表者

【速やかに保護者に連絡が必要な事故】
119番に通報をした場合、通院が必要になるレベルの事故、頭部を強打した場合
首からの上の出血（次の場合は除く：ひっかき傷・擦り傷・おやつ時に口内を噛
み出血・止血ができた鼻血）
アレルギー物質を摂取した場合、食物以外の物質を飲み込んでしまった場合

報告書
作成

児発管押印
教室保管

報告書
確認
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応急処置・救急車要請の判断チェック
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上記の判断チェックシートは事業所に掲示してすぐに確認できるにし
ましょう。
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送迎



Chapter04：送迎

送迎車への置き去り
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置き去りによる事故を防ぐために、次の点等に気を付ける。



Chapter04：送迎

事故発生時の対応
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所在不明時の対応について

事故発生時の対応について
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療育・活動



Chapter05：療育・活動

療育・活動時間中の事故
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療育・活動時間中の事故を防ぐために、次の点等に気を付ける。



Chapter

06

散歩・外遊び



Chapter06：療育・活動

散歩・外遊び中の事故
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散歩・外遊び中の事故を防ぐために、次の点等に気を付ける。
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プール活動・水遊び中・熱中症



Chapter07：プール活動・水遊び中・熱中症の事故

プール活動・水遊び中・熱中症の事故
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プール活動・水遊び中の事故を防ぐために、次の点等に気を付ける。



プール活動・水遊び中・熱中症の事故
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Chapter07：プール活動・水遊び中・熱中症の事故



Chapter07：プール活動・水遊び中・熱中症の事故

プール活動・水遊び中・熱中症の事故
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熱中症事故を防ぐために、次の点等に気を付ける。



Chapter07：プール活動・水遊び中・熱中症の事故

プール活動・水遊び中・熱中症の事故
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食物アレルギー



Chapter08：食物アレルギー
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食物アレルギー対応の手順



Chapter08：食物アレルギー
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アレルギー症状出現時、または誤食した場合のフロー



Chapter08：食物アレルギー
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アレルギー症状出現時、または誤食した場合のフロー

エピペンの使い方は下記のガイドラインを確認する。印刷して、ス
タッフがすぐに閲覧できるようにしておくと良い。
https://www.epipen.jp/download/EPI_guidebook_j.pdf

https://www.epipen.jp/download/EPI_guidebook_j.pdf
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誤嚥（食事・薬品・玩具）



Chapter09：誤嚥（食事・薬品・玩具）

誤嚥による事故（玩具、小物、薬品等)
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Chapter09：誤嚥（食事・薬品・玩具）

誤嚥による事故（玩具、小物、薬品等)
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Chapter9：誤嚥（食事・薬品・玩具）

誤嚥による事故（食事・おやつ)
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不審者の対応



不審者が侵入した際には以下の手順で対応する。

ア声かけ

・指導員は、施設内において、知らない人物を認めた場合、声かけ（あいさつ・要
件を聞く等）を行う。

・「いらっしゃいませ」「こんにちは」などと声をかけながら、来訪の正当な理由
の有無について確認する。
・特に受付を済ませていないと判断された場合は、必ず受付へ案内する。

イ退去要請
来訪の正当な理由のない場合、または不審者の可能性の高い場合は、一定以上の距
離を保って丁寧に応対しながら、施設の外へ退去を求める。この際、可能な限り複
数の学習塾教職員で対応し、場合により代表者に連絡をとる。

ウ隔離・通報

・来訪者が、退去要請を拒否したり、再侵入する場合は不審者として、１１０番通
報するとともに、子どもから隔離する。

・不審者が興奮しないように、丁寧に落ち着いて対応し、あらかじめ定めた隔離場
所へ誘導する。誘導時に他の学習塾教職員も同行するよう努める。
・誘導時には、スキを見せずに不審者の前を歩かないようにする。
・隔離場所での対応は次の点に注意する。
1) 不審者を先に奥へ案内し、対応者は身を守るために入り口付近に位置し、扉は開
放する。
2) 複数の指導員で対応するよう努める。
3) 興奮している場合は、飲み物などを出し、精神的に落ち着かせる。
4) 他の指導員の支援や警察への通報が必要なときのサインを決めておく。
5) 不審者を隔離できず、凶器を持ち危険な状況にある場合は、大声、ホイッスル、

防犯ベル等で応援を求めるとともに、近くにある机やイス、モップなどで防御しつ
つ不審者の移動を阻止するよう努める。

エ子どもの安全優先
・子どもが近くにいた場合には、不審者と子どもの間に入り、状況により子どもに
逃げるよう指示する等、子どもの生命と安全確保を最優先に行動する。・異常を察
知した他の指導員は子どもを避難誘導するよう行動する。
・指導員が１名の場合は、子どもに逃げるよう指示すると同時に、他の指導員また
は近隣住民に知らせるよう指示する。

Chapter10：不審者の対応
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不審者侵入時等の対応
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個人情報の管理



Chapter11：個人情報の管理

個人情報の漏洩について
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個人情報の漏洩も事故に該当します。

利用開始時には、必ず個人情報取扱同意書をご説明し、保護者の署名捺印を
頂いてください。

漏洩が発生した場合は、児発管・管理者・代表者に報告し、指示に従ってく
ださい。

漏洩内容に応じて、行政やご家族に報告します。
※報告フローについては法人様の状況等に応じて加筆ください。

予防と対応について



Chapter11：個人情報の管理
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予防と対応について



Chapter11：個人情報の管理
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予防と対応について

個人情報漏洩防止のためのルール例
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災害時の対応



Chapter12：災害時の対応

災害時の対応について
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マニュアル例



Chapter12：災害時の対応

災害時の対応について
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マニュアル例

BCPマニュアル（LITALICOサンプル）3～4ページ抜粋
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午睡



Chapter13：午睡

午睡の基本

子どもの安全を最優先するという意識の徹底

睡眠中が最も突然死などの危険性が高い

午睡の時(日中一時預かり事業)における記録は不要(令和7年11月時点で裾野

市に確認)
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睡眠安全チェックポイント

【到着時】

 利用児童の生育歴などを把握する

 配慮事項などがある場合、全職員で情報を共有する

 子どもの健康状態などの情報を日々保護者と共有する

【睡眠中の観察】

 うつ伏せ寝を見つけたら、仰向け寝にする

 0歳児は5分毎、1歳児以上は10分毎に観察する

 観察ポイント(名前、顔色、熱感、呼吸状態、体位、呼吸の様子)

【睡眠環境などの確認】

 敷布団は硬めのものか、掛け布団か軽いものか

 枕は使用していないか

 布団は観察しやすいように並んでいるか

 室内の照明は顔色が観察しやすい明るさか

 見守りカメラに顔が写っているか

 体調などいつもと違う様子はないか

 く口の中に何も入っていないか

 水分補給はできているか

 ねだれかけは外しているか

 周囲にぬいぐるみ、おもちゃ、タオル、コードなどの紐状のものはないか

 おもちゃを持っていないか

 隙間に顔が埋まらないように布団の隙間を開けているか

 部屋の湿度、温度(夏：26~28℃/約60%・冬：20~23℃/約60%)は適切か



Chapter13：午睡

救急車の呼び方
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mela:静岡県裾野市二ツ屋175-21

＊職員に周知
＊救急車の誘導
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